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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオコンテンツと、第１のエンティティに関連付けられた第１のエンティティ情報を
有するアフィリエイト追跡識別子と、前記第１のエンティティに関連付けられた第１の補
足コンテンツとを含むトランザクションメディアコンテナを受信することと、
　第２のエンティティに関連付けられた第２のエンティティ情報を識別することであって
、前記第１のエンティティ情報は階層の第１のレベルを示し、前記第２のエンティティ情
報は、前記階層の前記第１のレベルより下位の、前記階層の第２のレベルを示すことと、
　前記第２のエンティティ情報に基づいて第２の補足コンテンツを検索することと、
　前記第２の補足コンテンツを前記トランザクションメディアコンテナに追加し、前記第
２のエンティティ情報を前記トランザクションメディアコンテナに含まれる前記アフィリ
エイト追跡識別子に追加することとを含み、
　前記トランザクションメディアコンテナは、前記階層の前記第１のレベルの下位の前記
第２のエンティティ情報に基づいて、前記ビデオコンテンツ、前記第１の補足コンテンツ
、及び前記第２の補足コンテンツをユーザに対して表示するように構成される、
方法。
【請求項２】
　前記第１の補足コンテンツと、前記第２の補足コンテンツと、前記第１のエンティティ
情報及び前記第２のエンティティ情報を有する前記アフィリエイト追跡識別子とを含む前
記トランザクションメディアコンテナを第３のエンティティに送信することを更に含む、
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請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トランザクションメディアコンテナからの前記ビデオコンテンツ、前記第１の補足
コンテンツ、及び前記第２の補足コンテンツを表示することと、
　前記第１の補足コンテンツ又は前記第２の補足コンテンツの少なくとも１つに関連する
取引情報を受信することと、
　前記取引情報及び前記アフィリエイト追跡識別子を複数の親エンティティの１つに送信
することであって、前記第１のエンティティは前記親エンティティの１つを含む、送信す
ることと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のエンティティ及び前記第２のエンティティは、企業情報、組織情報、及び個
人情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記アフィリエイト追跡識別子は、前記トランザクションメディアコンテナを前に処理
した複数の親エンティティについてのエンティティ情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第３のエンティティから、前記第１の補足コンテンツ又は前記第２の補足コンテン
ツの少なくとも１つに関連する取引情報を受信することと、
　前記取引情報及び前記アフィリエイト追跡識別子を複数の親エンティティの１つに送信
することと
を更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記取引情報は、前記第１の補足コンテンツ又は前記第２の補足コンテンツの少なくと
も１つに関連付けられた１つ又は複数の製品又はサービスに関連する、請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　トランザクションメディアコンテナを記憶するように構成される少なくとも１つのメモ
リであって、前記トランザクションメディアコンテナは、ビデオコンテンツと、階層の第
１のレベルに関連付けられた第１のエンティティ情報を有するアフィリエイト追跡識別子
とを含む、少なくとも１つのメモリと、
　前記少なくとも１つのメモリに動作可能なように接続される少なくとも１つの処理デバ
イスと
を含み、前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　前記トランザクションメディアコンテナを第１のエンティティから受信することと、
　第２のエンティティに関連付けられた第２のエンティティ情報を識別することと、
　前記第２のエンティティ情報に基づいて補足コンテンツを検索することと、
　更新されたトランザクションメディアコンテナを規定するために、前記補足コンテンツ
を前記トランザクションメディアコンテナに追加し、及び前記第２のエンティティ情報を
前記アフィリエイト追跡識別子に追加することと
を実行するように構成され、
　前記更新されたトランザクションメディアコンテナは、第１のエンドポイントのユーザ
に前記ビデオコンテンツを表示し、前記ユーザによって開始された後、前記補足コンテン
ツに関する電子商取引トランザクションを完了するように構成される、
装置。 
【請求項９】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記補足コンテンツと、前記第２のエンティテ
ィ情報を有する前記アフィリエイト追跡識別子とを有する前記トランザクションメディア
コンテナの第３のエンティティへの送信を開始するように更に構成される、請求項８に記
載の装置。
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【請求項１０】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　前記トランザクションメディアコンテナからの前記ビデオコンテンツ、及び前記補足コ
ンテンツの表示を開始することと、
　前記補足コンテンツに関連する取引情報を受信することと、
　前記取引情報及び前記アフィリエイト追跡識別子の複数の親エンティティの１つへの送
信を開始することであって、前記第１のエンティティは前記親エンティティの１つを含む
、開始することと
を実行するように更に構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１のエンティティ及び前記第２のエンティティは、企業情報、組織情報、及び個
人情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記アフィリエイト追跡識別子は、前記トランザクションメディアコンテナを前に処理
した複数の親エンティティについてのエンティティ情報を含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　前記第３のエンティティから、前記補足コンテンツに関連する取引情報を受信すること
と、
　前記取引情報及び前記アフィリエイト追跡識別子の複数の親エンティティの１つへの送
信を開始することと
を実行するように更に構成される、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記取引情報は、前記補足コンテンツに関連付けられた１つ又は複数の製品又はサービ
スに関連する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記非一時的コンピュータ可読媒体に記憶さ
れた論理を含み、前記論理は、実行されると、少なくとも１つの処理デバイスに、
　ビデオコンテンツと、第１のエンティティに関連付けられた第１のエンティティ情報を
有する第１のアフィリエイト追跡識別子とを含むトランザクションメディアコンテナを受
信することであって、前記第１のエンティティはアフィリエイトの階層の第１のレベルに
あることと、
　第２のエンティティに関連付けられた第２のエンティティ情報を識別すること
であって、前記第２のエンティティは前記アフィリエイトの階層の第２のレベルにあるこ
とと、
　前記第２のエンティティ情報に基づいて補足コンテンツを検索することと、
　更新されたトランザクションメディアコンテナを規定するために、前記補足コンテンツ
と、第２のアフィリエイト追跡識別子を有する前記第２のエンティティ情報とを前記トラ
ンザクションメディアコンテナに追加することと
を行わせるように構成され、
　前記更新されたトランザクションメディアコンテナは、（ｉ）第１のエンドポイントの
コンピュータデバイスのユーザに前記ビデオコンテンツを表示し、（ｉｉ）前記第１のア
フィリエイト追跡識別子及び前記第２のアフィリエイト追跡識別子を含むリポートを生成
するように構成される、
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
　前記論理は、実行されると、前記少なくとも１つの処理デバイスに、前記補足コンテン
ツと、前記第１のアフィリエイト追跡識別子と、前記第２のアフィリエイト追跡識別子と
を有する前記トランザクションメディアコンテナの第３のエンティティへの送信を開始さ
せるように構成される、請求項１５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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【請求項１７】
　前記論理は、実行されると、前記少なくとも１つの処理デバイスに、
　前記トランザクションメディアコンテナからの前記ビデオコンテンツ、及び前記補足コ
ンテンツの表示を開始することと、 
　前記補足コンテンツに関連する取引情報を受信することと、
　前記取引情報と、前記第１のアフィリエイト追跡識別子と、前記第２のアフィリエイト
追跡識別子との、複数の親エンティティの１つへの送信を開始することであって、前記第
１のエンティティは前記親エンティティの１つを含む、開始することと
を行わせるように構成される、請求項１５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１８】
　前記第１のエンティティ及び前記第２のエンティティは、企業情報、組織情報、及び個
人情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項１５に記載の非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項１９】
　前記論理は、実行されると、前記少なくとも１つの処理デバイスに、
　前記第３のエンティティから、前記補足コンテンツに関連する取引情報を受信すること
と、
　前記取引情報と、前記第１のアフィリエイト追跡識別子と、前記第２のアフィリエイト
追跡識別子との、複数の親エンティティの１つへの送信を開始することと
を行わせるように構成される、請求項１６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野
　本開示は、概してソフトウェアに関し、より詳細には補足コンテンツのマルチレベル（
ｎレベル）複製に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　ビデオが、テレビ、インターネット、ＤＶＤ等の多くの媒体を通してブロードキャスト
又は提供可能であることは周知である。そのようなビデオブロードキャストの資金調達を
行うために、商業広告がビデオに配置されることが多い。しかし、コマーシャルは、コマ
ーシャルが表示されている間、ビデオが一時的に中断されることを要求する。これは閲覧
者を不快にさせるのみならず、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）によりビデオプログラ
ムを予め録画することも可能である。ビデオプログラムが閲覧されるとき、ＤＶＲにより
、閲覧者はコマーシャルを早送りすることができ、それにより、コマーシャルの有効性及
び価値を無にする。コマーシャルが無価値化される場合、コストは適宜カバーされず、そ
の結果、ブロードキャストのサービス品質は低下する。多くの場合、コストは、ビデオサ
ービスの料金を閲覧者に課すことによって補填される。
【０００３】
　多くの従来のシステムでは、様々な異なるコンテンツはインタラクティブ性を殆ど又は
全く有さない。これは、ビデオ及び画像の両方を含む。例えば、ビデオ閲覧中、ビデオ内
の異なるオブジェクトは多くの場合、異なるオブジェクトに関して分離不可能な単一のビ
デオストリームの単なる一部である。ビデオに関連するビデオストリーム近傍の静的な広
告は、ユーザが静的な広告と対話することが促進されないようにビデオから分離されてい
るため、あまり強力ではない。
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【発明の概要】
【０００４】
概要
　本開示は、補足コンテンツのｎレベル複製を提供する。
【０００５】
　第１の実施形態では、方法は、ビデオコンテンツと、第１のエンティティに関連付けら
れた第１のエンティティ情報を有するアフィリエイト追跡識別子とを含むトランザクショ
ンメディアコンテナを受信することを含む。本方法は、第２のエンティティに関連付けら
れた第２のエンティティ情報を識別することと、第２のエンティティ情報に基づいて補足
コンテンツを検索することとも含む。本方法は、補足コンテンツをトランザクションメデ
ィアコンテナに追加し、及び第２のエンティティ情報をアフィリエイト追跡識別子に追加
することを更に含む。
【０００６】
　第２の実施形態では、装置は、トランザクションメディアコンテナを記憶するように構
成される少なくとも１つのメモリを含み、トランザクションメディアコンテナは、ビデオ
コンテンツと、第１のエンティティ情報を有するアフィリエイト追跡識別子とを含む。本
装置は、少なくとも１つの処理デバイスも含み、処理デバイスは、トランザクションメデ
ィアコンテナを第１のエンティティから受信することと、第２のエンティティに関連付け
られた第２のエンティティ情報を識別することと、第２のエンティティ情報に基づいて補
足コンテンツを検索することと、補足コンテンツをトランザクションメディアコンテナに
追加し、及び第２のエンティティ情報をアフィリエイト追跡識別子に追加することとを実
行するように構成される。
【０００７】
　第３の実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読媒体に記憶
された論理を含む。論理は、実行されると、少なくとも１つの処理デバイスに、ビデオコ
ンテンツと、第１のエンティティに関連付けられた第１のエンティティ情報を有するアフ
ィリエイト追跡識別子とを含むトランザクションメディアコンテナを受信することと、第
２のエンティティに関連付けられた第２のエンティティ情報を識別することと、第２のエ
ンティティ情報に基づいて補足コンテンツを検索することと、補足コンテンツをトランザ
クションメディアコンテナに追加し、及び第２のエンティティ情報をアフィリエイト追跡
識別子に追加することとを行わせるように構成される。
【０００８】
　他の技術的特徴は、以下の図、説明、及び特許請求の範囲から当業者に容易に明らかに
なり得る。
【０００９】
　本開示及びその利点をより詳細に理解するために、これより、添付図面と併せて解釈さ
れる以下の説明を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示による、通信ネットワークを通してエンドポイント間での通信を促進する
のに利用することができる通信システムの例を示す。
【図２Ａ】本開示による補足コンテンツのベースコンテンツへの動的バインドの例を示す
。
【図２Ｂ】本開示による補足コンテンツのベースコンテンツへの動的バインドの例を示す
。
【図２Ｃ】本開示による補足コンテンツのベースコンテンツへの動的バインドの例を示す
。
【図２Ｄ】本開示による補足コンテンツのベースコンテンツへの動的バインドの例を示す
。
【図２Ｅ】本開示による補足コンテンツのベースコンテンツへの動的バインドの例を示す
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。
【図３Ａ】本開示による動的バインドを用いて作成し得る表示の例を示す。
【図３Ｂ】本開示による動的バインドを用いて作成し得る表示の例を示す。
【図３Ｃ】本開示による動的バインドを用いて作成し得る表示の例を示す。
【図４】本開示による動的バインドを用いて作成し得る表示の別の例を示す。
【図５Ａ】本開示による補足コンテンツのｎレベル複製の例を示す。
【図５Ｂ】本開示による補足コンテンツのｎレベル複製の例を示す。
【図６】本開示による補足コンテンツのｎレベル複製を用いて作成し得る表示例を示す。
【図７】本開示による補足コンテンツのｎレベル複製をサポートする関係の親－子シリー
ズの例を示す。
【図８】本開示による補足コンテンツのｎレベル複製をサポートするようにトランザクシ
ョンメディアコンテナを管理するプロセス例を示す。
【図９】本開示による補足コンテンツのｎレベル複製のためのコンピューティングデバイ
スの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
詳細な説明
　以下に考察される図１～図９及び本明細書において本開示の原理を説明するために使用
される様々な実施形態は、単なる例示であり、本開示の範囲を限定するものとして決して
解釈されるべきではない。本開示の原理が任意の適宜構成されたシステムで実施可能なこ
とを当業者は理解しよう。
【００１２】
　図１は、本開示による、通信ネットワークを通してエンドポイント間の通信を促進する
のに利用することができる例としての通信システム１００を示す。図１に示されるように
、システム１００は様々なエンドポイント１１０、１２０、及び１３０を含む。本明細書
では、「エンドポイント」という用語は一般に、別のエンドポイントと通信する任意のデ
バイス、システム、又は他の構造を指す。エンドポイント１１０、１２０、及び１３０の
例としては、サーバ（アプリケーションサーバ及び企業サーバ等）、デスクトップコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュー
タ（APPLE iPad（登録商標）等）、スイッチ、モバイル電話（iPhone（登録商標）及びAN
DOROIDベースの電話等）、ネットワーク接続された眼鏡（Google GLASS等）、ネットワー
ク接続されたテレビ、ネットワーク接続されたディスクプレーヤ、クラウドコンピューテ
ィングネットワーク内の構成要素、又は通信ネットワークとの情報のやりとりに適する任
意の他のデバイス若しくは構成要素が挙げられるが、これらに限定されない。エンドポイ
ント１１０、１２０、及び１３０は、インターネットプロトコル（ＩＰ）又は任意の他の
適する通信プロトコルをサポートし得る。エンドポイント１１０、１２０、及び１３０は
、ＩＥＥＥ７０１．１１規格に準拠するもの等の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）及び物理レ
イヤ（ＰＨＹ）インターフェースを更に含み得る。エンドポイント１１０、１２０、及び
１３０は、ＭＡＣアドレス等のデバイス識別子を有することができ、エンドポイントを記
述するデバイスプロファイルを有し得る。
【００１３】
　通信ネットワーク１４０は、エンドポイント１１０、１２０、及び１３０間の通信を促
進する。様々なリンク１１５、１２５、及び１３５が、エンドポイント１１０、１２０、
及び１３０を通信ネットワーク１４０に結合する。通信ネットワーク１４０及び関連付け
られたリンク１１５、１２５、及び１３５は、公衆又は私設データネットワーク、電話回
線網、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、大都市圏ネットワーク（ＭＡＮ）、広域
ネットワーク（ＷＡＮ）、有線又は無線ネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）、ＣＤＭＡ、
ＬＴＥ、WIMAX、５Ｇ等）、ローカル／地域／グローバル通信ネットワーク、クラウドコ
ンピューティングネットワークの部分、システム内の構成要素の通信バス、光ネットワー
ク、衛星ネットワーク、企業イントラネット、又は任意の他の通信リンク若しくは上記の
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組合せを含み得るが、これらに限定されない。特定の実施形態では、リンク１１５、１２
５、１３５又は通信ネットワーク１４０の部分は、インターネットの部分にあってもよく
、又はインターネットの部分を形成してもよい。
【００１４】
　エンドポイント１１０、１２０、及び１３０は一般に、図１では単一のロケーションに
あるものとして現れるが、様々なエンドポイントは、クラウドコンピューティング状況等
、地理的に分散してもよい。また、各エンドポイントは、固定又はモバイルデバイスを表
すことができる。エンドポイント１１０、１２０、及び１３０が互いに通信する場合、任
意の様々なセキュリティ方式が利用可能である。例として、特定の実施形態では、エンド
ポイント１１０及び１２０はクライアントを表し得、エンドポイント１３０は、クライア
ントーサーバアーキテクチャでの１つ又は複数のサーバを表し得る。サーバはウェブサイ
トをホストし得、ウェブサイトは、登録プロセスを有し得、それにより、ユーザは、ユー
ザ名及びパスワードを確立して、認証するか、又はウェブサイトにログインする。ウェブ
サイトは、ユーザによる使用のためにウェブサイトまでサービングする必要があり得る任
意の特定のアプリケーション又は特徴にウェブアプリケーションを更に利用し得る。更に
、特定の構成では、エンドポイント１１０と１２０との通信は、エンドポイント１３０を
通る通信路を使用して促進し得る。
【００１５】
　本特許明細書に記載される様々な実施形態は、CINSAY, INC.からのスマートコンテナ（
SMART CONTAINER）技術から恩恵を受け得、且つ／又は利用し得、この技術は以下に手短
に説明され、米国特許第８，７６９，０５３号により十分に説明されている（米国特許第
８，７６９，０５３号は、参照により全体的に本明細書に援用される）。この技術は、業
者がオンライン顧客に到達する革新的な方法を提供する。従来のオンライン販売モデルで
は、業者は、検索を作成するか、又はオンライン顧客が検索エンジンサイト又は様々なウ
ェブプロパティを訪れたときに表示される広告を表示する必要がある。消費者が製品又は
サービスに関連する関心のある広告を見る場合、より多くの情報を発見するため、又はオ
ンラインで購入するために、消費者は現在の活動を停止し、何らかの他のウェブ宛先を訪
れる必要がある。消費者は、特定のオンライン挙動パターンを有する。消費者が積極的に
買い物している場合、従来のマルチステップモデルは上手く機能することができる。従来
の広告販売モデルでは、消費者が行っていることを止め、何らかの他のオンライン宛先を
訪れる必要がある。しかし、消費者は、友人と対話しているソーシャルサイトにいる場合
、ニュースを読んでいる場合、ゲームをプレイしている場合、又は他のオンライン活動に
従事している場合、現在の活動を停止して、何らかの外部インターネット宛先を訪れる可
能性ははるかに低い。
【００１６】
　スマートコンテナモデルは、製品情報又は店を消費者に持っていく。スマートコンテナ
コード／技術は、例えば、図１～図５を参照して説明される構成要素を使用して、又は他
の構成要素を使用して、ウェブにわたりバイラルシンジケーションを実施する。それらの
タイプの宛先にとって、オンライン消費者が、ソーシャルネットワーク及びブログ等を頻
繁に訪れることが理想的である。それにも関わらず、スマートコンテナコードがウェブペ
ージ、ブログ記事、ソーシャルネットワークページ若しくはウォール、又はモバイルデバ
イスに存在する場合、消費者は、何らかの外部宛先に向けられる必要なく、その場でトラ
ンザクションを完了することができる。
【００１７】
　スマートコンテナオブジェクトは、ウェブ並びに他の接続されたネットワーク及びモバ
イルデバイスにわたりバイラルシンジケーションを実施し、伝搬する知的インターネット
オブジェクトである。スマートコンテナオブジェクトは、オンラインマーケティング及び
ショッピングの価値連鎖全体に対応するように、様々な方法で構成することができる。こ
れは、インプレッション、クリック、リード生成、及び電子商取引の実行を含む。近代の
ショッピング経験は、インタラクティブメディアが使用される場合、最良に機能する。販
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売及びショッピングに最も魅力のある形態のメディアの１つは、ビデオである。ビデオで
は、テキスト又は静止写真よりもはるかに実物に似た表現が可能である。ビデオは、はる
かに豊富な製品閲覧又はショッピング経験も生み出す。
【００１８】
　スマートコンテナコードには通常、ビデオプレーヤウィンドウ、提供されている製品又
はサービスのセレクション、及び様々な関連するビデオクリップが構成される。ビデオク
リップのこのコレクションにより、消費者は、提供されている製品又はサービスについて
より多くを学ぶことができる。消費者は、これらの提供される任意のアイテムを選択して
、より詳細な情報を取得することができ、これらは全てスマートコンテナ技術内に包含さ
れる。
【００１９】
　提供されるアイテム（製品又はサービス）は、広告又は販売されているアイテムであり
得る。タイプに応じて、スマートコンテナコードは、消費者がその場で、連絡が取られる
べきリクエストを行うか、更にはオブジェクトを購入できるようにすることができる。消
費者は、現在の活動を停止する必要がなく、又はウェブページを終了させる必要がない。
提供されるアイテムは、値引き若しくはクーポンを含むこともでき、又は値引き若しくは
クーポンに関連付けられることができる。提供されるアイテムは、慈善事業又は政治運動
に寄付する機会であることさえあり得る。当然、別のインターネット宛先を訪れることが
道理にかなうことがあり、適切な場合、消費者は同様に、別のインターネット宛先に確実
にリンクすることができる。
【００２０】
　スマートコンテナコードは、全ての複雑性に対処するため、最も単純なウェブサイトを
インスタント電子商取引ストアにすることができる。これにより、誰でも、電子商取引サ
イトをセットアップする複雑さに対処する必要なく、オンラインで取引することができる
。電子商取引サイトを有する業者の場合、はるかに豊富なショッピング経験を容易に可能
にする。クリエイティブな趣味愛好家又はローカルバンドの場合、関心のある消費者に容
易に直接販売させることを許容する。サポート又は販売促進するために、オンデマンド商
品と呼ばれるスマートコンテナコード内の補足アイテムを提供することができる。業者は
、業者自身の作品と共に販売するアパレルのセレクションを業者のアート及びグラフィッ
クスを用いてカスタム設計することができる。オンデマンドフルフィルメントは、カスタ
ムアパレルを動的にプロデュースして出荷し、在庫を管理する必要性をなくすとともに、
オンライン消費者がより豊富な製品ラインを提供する。当然、インスタント商取引ストア
はスマートコンテナオブジェクトに基づくため、全ての形態のバイラルシンジケーション
方法にも同様に広めることができる。
【００２１】
　スマートコンテナコードは、特定の構成に従って自動カスタマイズもする。デバイスが
従来のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）又はラップトップである場合、デバイスは最適な
技術を使用してレンダリングし、最適な技術は、ここでは、フラッシュを表すことができ
る。iPhone、iPad、又はANDROID（登録商標）電話等のモバイルデバイスでは、これは、
ＨＴＭＬ５又はネイティブインタラクティブアプリケーションに慣れている可能性が高い
ことを意味する。スマートコンテナコード内のアイテムはまた、特定の構成に従って互い
について知っている。ビデオが再生されているとき、コンテナは、ビデオセグメント内の
特定のシーケンスに対応する、示されている製品及びサービスオブジェクトを更新するこ
とができる。それにより、「ミニＱＶＣ」ショッピングチャンネルを作成し、インターネ
ットにわたってシンジケート実施（syndicate）することができる。デバイスタイプの他
に、カスタマイズの他の方法がある。より小さなデバイス及びソーシャルサイト等の幾つ
かの環境は、ウィンドウサイズを制限し、スマートコンテナコードはそれに適応する。更
に、スマートコンテナコードが地理ロケーションに関してもカスタマイズ可能なように、
地理ロケーションに基づいて異なるコンテンツを提供することが適切であり得る。
【００２２】
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　スマートコンテナコードは、より人気のあるネットワークパスを辿り、インターネット
にわたってバイアルシンジケートを実施することができる。スマートコンテナオブジェク
トは、従来のウェブページ若しくはブログでホストされてもよく、電子メールに含まれて
もよく、モバイルデバイスで動作してもよく、又はソーシャルネットワークを伝搬しても
よい。スマートコンテナコードは柔軟性があるため、広告表示ユニットのフォームファク
タでセットアップし、表示広告ネットワーク上の広告サーバを介して分散することもでき
る。コードは、FACEBOOK（登録商標）のようなソーシャルネットワークに存在する場合、
ユーザの「いいね」の波に乗ることができる。例えば、女性の買い物客が、スマートコン
テナインターフェースに示される幾つかの素晴らしい靴を気に入る場合、スマートコンテ
ナオブジェクトは、「ウォール」に直接伝搬することができる。この時点で、その女性の
買い物客の全ての友人がスマートコンテナオブジェクトを見、各自のウォールでその場で
閲覧又は取引することができる。当然、その女性の買い物客の任意の友人もそれを「気に
入る」場合、スマートコンテナオブジェクトは伝搬し、波に乗ってソーシャルネットワー
クのそのブランチの更に中に届き、潜在的な指数的成長因子をもたらす。コンテナコード
は必ずしも、靴のような製品を含むわけではない。別の例として、コンテナは、選挙に出
馬している政治家を支援することができる。政治家の支援者は、メッセージに夢中であり
、メッセージを「気に入る」ことがあり得、ここでも、それを支援者のネットワークに提
供する。ここで、同様の考えの政治家支援者はそれらのメッセージを見ることができ、運
動に寄付するように心を動かされる場合、運動に寄付することができる。更に別の例はス
ポーツである。この場合、スポーツファンは、高精細（ＨＤ）大画面テレビでコンテンツ
を見ることを望み得る。ますます多くのユーザが、ROKU及びCHROMECASTデバイス等の相互
接続されたデバイスを有し、スマートコンテナコードも同様に、そのようなＩＰテレビボ
ックスに送信し得る。
【００２３】
　業者は、スマートコンテナオブジェクトを開始し、インターネットでシンジケート実施
する場合、キャンペーンがいかに機能しているかを知ることを望み得る。スマートコンテ
ナオブジェクトは、インプレッション、ビデオ閲覧数、クリック数、リード、及び販売等
の関心のあるイベント及びトランザクションについてのステータスを報告する。全てのそ
のようなイベント／トランザクションは、イベント発生時に返送することができ、イベン
ト／トランザクションの状態についての詳細を提供する。コンテナは、スマートであるた
め、挙動を変更し、異なるクリップを提供し、製品を更新し、又はマーケティング若しく
は販売キャンペーンを止めるときである場合に終了するように命令されることができる。
【００２４】
　別の形態の追跡は、スマートコンテナコードがいかに伝搬されるかに関連する。業者は
、アフィリエイターを使用して、シンジケートの実施を促進し、アフィリエイターの仕事
から生じるトランザクションに基づいてある割合をアフィリエイターに支払うことを望み
得る。スマートコンテナオブジェクトに、アフィリエイト追跡識別子をタグ付けすること
ができ、それにより、コンテナインスタンス又はその子孫からのステータスリポート及び
トランザクションを適宜フィルタリングすることができる。追跡識別子により、異なるエ
ンティティレベル等の階層内のコンテナ又はコンテナの子孫ブランチの追跡、報告、及び
コミッション計算が可能になり得る。別の追跡使用は、政治家がアフィリエイトコードを
支援者に割り当て、誰の努力が大半の新規支援者に繋がったかを測定可能にすることであ
り得る。
【００２５】
　スマートコンテオブジェクトは、特定の構成により高度にスケーラブルなように設計さ
れる。単一のウェブサイトに大量のトラフィック（全ての消費者を店に連れて行く従来の
モデルから生じる）の負担を掛けるのではなく、スマートコンテナコードは分散して動作
する。例えば、スマートコンテナコードは、ブログ、ソーシャルネットワーク、又はモバ
イルデバイス等の配置された場所で実行することができる。スマートコンテナオブジェク
トは、開始時に命令をフェッチし、次に、世界中に分散したコンテンツ配信ネットワーク
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から製品アイテム及びビデオストリームを収集する。これにより、高度にスケーラブルな
アーキテクチャになり、数百万人の同時消費者が可能になる。
【００２６】
　ストアを顧客に提示することにより、スマートコンテナコードは、顧客のウェブ活動を
妨げることなく、業者を消費者と結び付ける多くの新しい方法を可能にする。最終結果は
、消費者を業者に直接結び付け、中間業者をなくし、はるかに自然なショッピング経験を
促進することである。
【００２７】
　上記説明の機能は、図１及び図１２に記載される構成要素又は他の適する構成要素等の
任意の適する構成要素から利用することができる。コード自体は、Java（登録商標）、C+
+、C#、ＨＴＭＬ、ＨＴＭＬ５、JAVAスクリプト、PYTHON、RUBY等を含むが、これらに限
定されない任意の適するフォーマットで書くことができる。
【００２８】
　独立しており、スマートコンテナコード等の任意の特別なコンテナとは別個に存在する
、様々なメディアコンテンツ（ビデオ及びオーディオ）が世界中に存在する。本開示の特
定の実施形態は、補足コンテンツを基本となるベースコンテンツに動的にバインドするこ
とにより、そのようなコンテンツの力を生かそうとする。単純な例として、ビデオは、多
くのビデオストリーミングサービスの１つによって提供される等のコンテンツサーバから
ストリーミングし得る。本開示の特定の実施形態によれば、補足コンテンツは、そのよう
なコンテンツに動的に追加される。１つ又は複数の実施形態では、「動的」は「リアルタ
イム」と呼ばれることもある。以下の開示は特に、そのような補足コンテンツの追加と、
どの補足コンテンツを提供するかの決定とを説明する。これは、ベースコンテンツ、ユー
ザプロファイル、デバイスプロファイル、又は他の要因に基づいて行うことができる。
【００２９】
　図２Ａ～図２Ｅは、本開示によるベースコンテンツへの補足コンテンツの動的バインド
の例を示す。図２Ａ～図２Ｅに見られるように、ベースコンテンツ２００が概して示され
る。ベースコンテンツ２００は、文字通りあらゆるタイプの視覚的又は聴覚的コンテンツ
　－　写真であれ、ストリーミングビデオであれ、リモートロケーションからのライブス
トリームであれ、デバイスの現在ロケーションからのリアルタイムコンテンツであれ、ウ
ェブページであれ、又は他のタイプの視覚的コンテンツであれ　－　を表す。補足コンテ
ンツは、ベースコンテンツ及び／又はベースコンテンツにアクセスしているユーザに関連
する追加情報を表す。１つ又は複数の実施形態では、補足コンテンツは、ベースコンテン
ツを再生するモジュールをオーバーライドし、モジュールの機能を拡大することができる
（YOUTUBE（登録商標）等を用いて）。
【００３０】
　幾つかの実施形態では、補足コンテンツは、追加情報、構成可能な制御機構、選択可能
な構成、製品又はサービス等のコンテンツトランザクションアイテム等を含み得る。ベー
スコンテンツ２００の表示可能エリアは一般に、矩形境界エリアを有するものとして示さ
れているが、ベースコンテンツ２００の表示可能エリアは他の形状をとることもできる。
更に、ベースコンテンツ２００は、モバイル電話からコンピュータ、テレビまでの略無限
の数のデバイスで（又は略無限の数のデバイスを通して）示すことができる。
【００３１】
　上記の例として、ベースコンテンツ２００は、コンピュータ、モバイルデバイス、テレ
ビ画面、又は任意の他の適する１つ若しくは複数のデバイスで閲覧中の、YOUTUBE、VIMEO
、NETFLIX、FEDBOX INSTANT等のビデオベースのプロバイダを通してストリーミングされ
たビデオであり得る。ベースコンテンツ２００は、GOOGLE GLASS等の電子デバイスを通し
て閲覧中の現在ロケーションでのコンテンツのリアルタイムビュー又はタブレット若しく
は電話等のモバイルコンピューティングデバイスでのリアルタイムビューであってもよい
。更に他の構成では、ベースコンテンツ２００は画像であり得る。更に他の構成では、ベ
ースコンテンツ２００はウェブページであり得る。
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【００３２】
　図２Ａ～図２Ｅには、ベースコンテンツ２００に動的にバインドするように構成された
補足コンテンツの非限定的な例２１０ａ～２１０ｅも示される。特定の例が提供されるが
、そのような例が非限定的であり、本開示を読んだ当業者には明らかになるように、他の
構成も同様に利用可能なことを理解されたい。幾つかの構成では、補足コンテンツは、部
分的に透明であるか否かに関係なく、ベースコンテンツに重なり得る。ベースコンテンツ
２００に重なっている例としての補足コンテンツ２１０ｂ及び２１０ｃが図２Ｂ（左位置
）及び図２Ｅに示されている。他の構成では、補足コンテンツは、左側、右側、上側、下
側、又は他の位置等のベースコンテンツ２００外部に位置決めされ得る。ベースコンテン
ツ２００の境界エリア外部の例としての補足コンテンツ２１０ａ、２１０ｃ、及び２１０
ｄは、図２Ａ、図２Ｃ（左位置）、及び図２Ｄに示される。
【００３３】
　特定の構成では、補足コンテンツは、ユーザの行動又は非行動等に起因して、選択的に
表示可能であり、且つ／又は選択的に「非表示可能」であり得る。例えば、幾つかの構成
では、ベースコンテンツのコンテナと対話しているユーザは、補足コンテンツを有するメ
ニューを表示させ得る。これらの構成の例は図２Ｂ及び図２Ｃに示されており、両矢印は
、選択的表示能力又は選択的非表示能力を表す。
【００３４】
　更に他の構成では、補足コンテンツは、ベースコンテンツ２００のエリア外部で始まり
、部分的に透明であれ、不透明であれ、ベースコンテンツ２００を覆うように拡大し得る
。例えば、図２Ｄに見られるように、左側にある補足コンテンツ２１０ｄの位置は、ベー
スコンテンツ２００の表示可能エリアの真下である。しかし、右側にある補足コンテンツ
２１０ｄの位置では（ユーザによる対話の結果であり得る）、補足コンテンツ２１０ｄは
拡大して、ベースコンテンツ２００に少なくとも部分的に重なる（エリア２１０ｄ’に示
されるように）。同様の構成が図２Ｅにも見られるが、補足コンテンツ２１０ｅは画面の
オーバーレイとして始まり、エリア２１０ｅ’は、ベースコンテンツ２００の表示可能エ
リアの縁部全体を覆う。
【００３５】
　特定の構成では、補足コンテンツは、ベースコンテンツから独立し、ベースコンテンツ
が表示される際、動的にバインドされる。例えば、特定の設定では、ウェブページは、（
ｉ）ベースコンテンツ及び（ｉｉ）補足コンテンツをインスタンス化する（ロードするか
、又は呼び出す）コンテナ（埋め込みコード等）を有し得る。特定の構成によれば、補足
コンテンツの要求は、ベースコンテンツに示されているものに基づくことができ、補足コ
ンテンツはベースコンテンツに特に関連する。更に、補足コンテンツは、ベースコンテン
ツを見ているユーザのユーザプロファイル又は地理ロケーション等の他のパラメータに基
づき得る。別の例として、他の構成では、ページ分析器がウェブページをレビューして、
ベースコンテンツが含まれるロケーションを特定し、そのようなベースコンテンツをオー
バーレイ又は調整することができる。
【００３６】
　本明細書によれば、「バインド」の概念は、補足コンテンツをベースコンテンツに関連
付けることを指し、一方、「動的バインド」は、ベースコンテンツの検出時等、コンテン
ツを即座に（on the fly）関連付けることを指す。特定の構成では、初期関連付けは、以
下に図を参照して説明するように、補足コンテンツ及びベースコンテンツの両方を一緒に
続けてシェアできるようにし得る。より詳細には、特定の構成では、初期動的バインドは
、新しいデバイスにシェアされると、基本となるベースコンテンツ及び補足コンテンツを
インスタンス化するシェア可能なコンテナ（埋め込みコードによってインスタンス化され
てもよく、又はされなくてもよい）を生成する。他の構成では、そのようなコンテナは作
成されず、補足コンテンツの動的バインド又は動的関連付けは、ビデオの再生毎に行われ
る。更に他の構成では、補足コンテンツはビデオにバインドし得、ビデオが再生要求され
るとき、特定のコンテンツが動的に決定される。
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【００３７】
　様々な技術が、上述した動的バインドに使用され得る。非限定的な例としての構成とし
て、補足コンテンツは、表示内のあるレイヤとして構成し得、ベースコンテンツは別のレ
イヤである。そのような構成では、補足コンテンツのレイヤは、適切であり得るように、
レイヤ内で前方に出され、オーバーレイを可能にし得る。他の構成では、補足コンテンツ
には単純に、ベースコンテンツに関連する位置決めが提供され得る。
【００３８】
　特定の構成では、補足コンテンツは、ベースコンテンツの特定されたサイズ及び／又は
ベースコンテンツ及び補足コンテンツが表示されるデバイスのスペース構成に基づいて、
動的にサイズ指定することができる。他の構成では、ベースコンテンツの特定のサイズを
所与として、補足コンテンツは、補足コンテンツに余地があるようにわずかにサイズ低減
されたベースコンテンツを要求するコンテナについて、同じサイズを使用し得る。そのよ
うな構成を実施するに当たり、技術は、ベースコンテンツに対する要求をインターセプト
し、ベースコンテンツを要求しその次に補足コンテンツを要求するコンテナを要求するよ
うに、そのような要求をリダイレクトすることができる。この後者の構成は、補足コンテ
ンツがベースコンテンツに重ならない状況で有利であり得る。
【００３９】
　図３Ａ～図３Ｃは、本開示による動的バインドを用いて作成し得る表示例を示す。図３
Ａを参照して、ベースコンテンツ３００を示す。ここでは、ベースコンテンツ３００はビ
デオであるが、上述したように、他のタイプのコンテンツをベースコンテンツ３００とし
て使用することもできる。２つのタイプの補足コンテンツ、すなわち、ベースコンテンツ
３００の表示可能エリアに最初に重ねられる補足コンテンツ３１０ａ及びベースコンテン
ツ３００の表示可能エリアに最初に重ねられない補足コンテンツ３１０ｂが示される。
【００４０】
　補足コンテンツ３１０ａは、再生及びオーディオ選択肢３１１、シェア選択肢３１３、
アカウントログイン選択肢３１５、ビデオ品質選択肢３１７、並びに追加情報選択肢３１
９を含め、様々な選択肢を含むインタラクティブツールバーである。再生及びオーディオ
選択肢３１１の機能は、当業者に明らかである。再生バー３１２も示され、再生バー３１
２は当業者に明らかである。特定の構成では、再生バー３１２は、通常であればベースコ
ンテンツ３００の表示と同時に存在する再生バーに取って代わり得る。
【００４１】
　シェア選択肢３１３をクリックすると、様々な他の選択肢が提供可能である。例えば、
ユーザには、FACEBOOK、MYSPACE、TWITTER（登録商標）、YAHOO、LINKEDIN、GOOGLE、又
はWORDPRESS等のネットワークを介して、動的にバインドされたコンテンツのコンテナを
シェアする機会が与えられ得る。更に、ユーザには、埋め込みコードをコピーし、電子メ
ールを介してシェアする選択肢が与えられ得る。更に、ユーザは、GOOGLE PLUSで「いい
ね」ボタン又は「＋１」ボタンをクリックすることにより、コンテナを伝搬させることが
可能であり得る。アカウントログイン選択肢３１５は、ユーザが、例えば、CINSAY、FACE
BOOK、又はGOOGLEを含め、様々なネットワークにサインインできるようにし得る。ビデオ
品質選択肢３１７は、ビデオの変更を可能にし、追加情報選択肢３１９は、補足情報に関
連して選択し得る様々な任意の選択肢を提供する。
【００４２】
　補足コンテンツ３１０ｂは、ビデオに示される製品又はサービスに対応する複数のイン
タラクティブアイテムを含む製品カルーセルとして示される。特定の構成では、ユーザは
、表示可能な製品カルーセルと対話し、補足コンテンツ３１０ｂ及びベースコンテンツ３
００の表示可能エリアを去ることなく、アイテムを購入するか、又は取引し得る。例えば
、友人のFACEBOOKウォール上のコンテナ（補足コンテンツ及びベースコンテンツ３００を
有する）を参照して、ユーザは、そのようなアイテムのコンテナから直接製品を購入し得
る。他の構成では、ユーザはコンテナを去り、ウェブサイトにリダイレクトされ得る。
【００４３】
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　図３Ｂを参照して、特定のアイテム３４０、すなわちSMYTHEと呼ばれる製品とのインタ
ラクティビティを示す。ユーザがアイテムに「マウスオーバ」するとき、視線追跡が、ア
イテムでのユーザの目の一時停止を識別するとき、マウスがアイテム上に位置するとき、
又はユーザがアイテムを「マウスでクリック」するとき、図３Ｂに示されるように、その
アイテムはオーバーレイされる。別の例では、ユーザはタッチスクリーンに触れて、アイ
テムを選択することができる。製品又はサービスについての更なる情報が示される。更に
、「行動する」ボタンをクリックすると、ユーザに図３Ｃに示されるビューが表示される
。
【００４４】
　図３Ｃを参照すると、ユーザは、更なる追加情報３５０の閲覧を含め、オーバーレイ画
面と更に対話することができる。図３Ｃでは、幾つかの実施形態では、ベースコンテンツ
３００は完全にオーバーレイされ得る。他の例では、ベースコンテンツ３００は部分的に
オーバーレイされ得る。幾つかの実施形態では、特定の構成によれば、ユーザは、表示さ
れたアイテムを購入し、表示されたアイテムをシェアし、且つ／又は追加情報を閉じ、図
３Ａ又は図３Ｂに示される画面に戻ることにより、オーバーレイ画面と更に対話すること
ができる。実施形態例では、ユーザは、「行動する」ボタン３５５ａ、「シェア」ボタン
３５５ｂ、及び／又は「閉じる」ボタン３５５ｃをクリックすることにより、これらの機
能にアクセスし得る。
【００４５】
　図４は、本開示による動的バインドを用いて作成し得る別の表示例を示す。図４では、
モバイル電話４５０がオブジェクトの前に位置決めされる。オブジェクトは、例えば、モ
バイル電話のカメラを通してキャプチャされるように、モバイル電話４５０に表示される
。実施形態例では、モバイル電話は、オブジェクトを表示する表示画面を有するスマート
フォンであり得る。表示画面に示される表示は、基本となるベースコンテンツ４００に対
応する。本開示の実施形態が開始されると、補足コンテンツ４１０をモバイル電話４５０
のディスプレイに提供することができる。
【００４６】
　上記説明では、ベースコンテンツへの補足コンテンツのバインドを説明した。後述する
ように、ベースコンテンツと共に補足コンテンツを配置することを促進するために、２つ
の関係は、階層の複数のレベル（「ｎレベル」と呼ばれ、ここで、ｎは１よりも大きな整
数である）に複製することができる。特定の構成では、この複製はテンプレートの複製と
して見ることができ、その部分は複製の設定に従って変更されてもよく、又はされなくて
もよい。そのような動的複製は、新しい補足コンテンツセットが構成される都度、エンテ
ィティがゼロから開始しないため、大きな時間効率をもたらすことに役立つことができる
。エンティティはスマートストアの業者又はクリエーターと呼び得る。
【００４７】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本開示による補足コンテンツのｎレベル複製の例を示す。図５Ａ
及び図５Ｂでは、「レベル」は地理的領域を参照して説明される。しかし、マルチレベル
マーケティングシナリオを含むが、これに限定されない様々な他のレベルが利用可能なこ
とを明らかに理解されたい。
【００４８】
　図５Ａを参照すると、ベースコンテンツ５００が補足コンテンツ５１０ａ～５１０ｃと
共に提供される。補足コンテンツ５１０ａは、任意のタイプの補足コンテンツに対応し得
る。例えば、補足コンテンツ５１０ａは、エンティティ、企業、又は組織に対応すること
ができる。この例では、補足コンテンツ５１０ａは、全国展開し得る特定の企業（すなわ
ち、「ACME, Inc.」）のタイトル又はロゴに対応する。補足コンテンツ５１０ｂは他の補
足コンテンツに対応する。補足コンテンツ５１０ｂは、補足コンテンツ５１０ａに関連し
てもよく、又はしなくてもよい。この例では、補足コンテンツ５１０ｂは地域情報（すな
わち、「テキサス州」）に対応し、テキスト、ロゴ等を含み得る。補足コンテンツ５１０
ｃは、１つ又は複数の製品又はサービスに関連する補足コンテンツ等の表示し得る他の補



(14) JP 6531105 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

足コンテンツを表す。特定の例として、補足コンテンツ５１０は、ベースコンテンツ５０
０に表示される１つ若しくは複数の製品若しくはサービス又は他のコンテンツに関連する
ことができる。
【００４９】
　図５Ｂを参照して、複製構成例を有する図を示す。この図は、レベルの関係を見る一方
法の非限定的な例である。図５Ｂに示される最高レベル５８０は、特定の企業（ACME, In
c．）に関連付けられ、全国ブランディング情報等のより大きな地理的領域に関連するこ
とができる。次のレベル５８２（「第２のレベル」と呼ばれる）は、より小さな地理的領
域、すなわち、この例ではカリフォルニア州、テキサス州、及びニューヨーク州に関連す
る３つのアイテム例５８２ａ～５８２ｃを示す。次のレベル５８４（「第３のレベル」と
呼ばれる）は、更に小さな地理的領域、すなわち、この例ではオースティン、ダラス、及
びヒューストンの都市に関連する３つのアイテム例５８４ａ～５８４ｃを示す。
【００５０】
　動作に際して、企業（ACME, Inc.）は、補足コンテンツの特定の表示を下にある全ての
レベルに複製させることを選び得る。例えば、図５Ａ及び図５Ｂを参照すると、チェーン
内の全てのアイテムは、企業が選んだ補足コンテンツ５１０ａを表示することになる。こ
の補足コンテンツ５１０ａは、動的に取得され、且つ／又は動的に変更可能であり得る。
他の実施形態では、補足コンテンツ５１０ａを各レベルに設定することができる。更に、
補足コンテンツ５１０ａの配置も動的に取得され、且つ／又は動的に変更可能であり得る
。
【００５１】
　更に、地域（テキサス州内等）は、下にある全てのレベルに補足コンテンツ５１０ｂを
表示させることを選び得る。この補足コンテンツ５１０ｂも同様に動的に取得され、且つ
／又は動的に変更可能であり得る。更に、そのような補足コンテンツ５１０ｂの配置も動
的に取得され、且つ／又は動的に変更可能であり得る。この複製プロセスは、構成された
任意の数のレベルで下流に進み得る。
【００５２】
　最終結果は、あるレベルの補足コンテンツの識別情報があらゆる下位レベルに効率的に
「複製」されるというものである。各レベルは、それ自体の補足コンテンツを選択するこ
ともでき、それ自体の補足コンテンツは、上位レベルから複製された補足コンテンツと共
に表示することができる。
【００５３】
　幾つかの実施形態では、この複製は、下流レベルのパラメータの「ロック」として見る
ことができる。言い換えれば、「子」下流レベルは、上に存在する「親」上流レベルが何
であれ、「親」上流レベルから特定のパラメータを継承する。ロックされたパラメータは
、多種多様な特徴に関連し得る。ロックされたパラメータの例は、コンテンツの構成（ロ
ーカルロゴが左下に含まれる場合等）又は特定のコンテンツを取得する場所についての指
示（コンテンツへのロックされたポインタ等）に関連することができる。親レベルが、ロ
ックされたパラメータを動的に変更する場合、それらのパラメータは、コンテンツが要求
されるとき、下流のチェーン内の「子」レベルに伝搬する。
【００５４】
　なお、補足コンテンツが任意の所与のレベルで識別される方法は、実施に応じて様々で
あることができる。例えば、幾つかの特定の構成では、アイテムに関連する補足コンテン
ツがまず、そのレベル自体で決定され、次に、そのようなアイテムの追加補足コンテンツ
に関連する上流パラメータの特定が続き得る。他の特定の構成では、特定の地理的エリア
を識別することができ、その後、そのような地理的領域に対してどの補足コンテンツを取
得すべきかの判断が続くことができる。
【００５５】
　再度、レベルはここで地理的領域を使用して説明されるが、レベルが追加又は代替とし
て他の構成をとることも可能なことに留意する。更に、図５Ｂのチェーンは単純な単一の
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ｎレベルクラスタとして示されているが、補足コンテンツは２つ以上のｎレベルに由来す
ることもできる。例えば、ベースコンテンツ５００の閲覧者が、冬季中の米国北東部にい
る年齢２１～２４の男性であると特定し得る。したがって、ベースコンテンツ５００に表
示されている多くのアイテムの中から、１年のうち寒い時期に男性に適する冬用の帽子の
補足コンテンツが、男性用手袋の補足コンテンツと組み合わせて示され得る。異なる補足
コンテンツアイテムは異なるチェーンに対応し得、異なるチェーンは、親から子レベルへ
の異なる補足コンテンツ複製を有する異なるレベルを有することができる。どの補足コン
テンツをどこに表示すべきかについて競合が生じる限り、任意の適する競合手順を利用し
て、補足コンテンツの同時（又は他の）表示が修正されることを保証し得る。
【００５６】
　幾つかの実施形態では、ベースコンテンツ又は補足コンテンツのアイテムは、上述した
様々なレベルを有するカテゴリに基づいて表示に提供し得る。カテゴリは、
　・１つ又は複数のエンドポイント（又は１つ若しくは複数のエンドポイントに関連付け
られた１つ若しくは複数の表示）に表示すべきベースコンテンツ又は補足コンテンツの「
ユニバーサル」又は「グローバル」関連アイテム、
　・１つ若しくは複数のエンドポイント又は１つ若しくは複数のエンドポイントの１つ若
しくは複数の表示が配置されるか、又は近傍に配置される地域によって識別されるベース
コンテンツ又は補足コンテンツの「地域」関連アイテム、
　・１つ若しくは複数のエンドポイント又は１つ若しくは複数のエンドポイントの１つ若
しくは複数の表示が配置されるか、又は近傍に配置される特定の場所によって識別される
ベースコンテンツ又は補足コンテンツの「地方」関連アイテム、又は
　・個々の各エンドポイント又は個々のエンドポイントの１つ若しくは複数の表示によっ
て識別されるベースコンテンツ又は補足コンテンツの「個々」関連アイテム
を含み得る。
【００５７】
　他の例として、幾つかの構成では、カテゴリは、
　・１つ又は複数のエンドポイントの１つ又は複数の表示が、ベースコンテンツ又は補足
コンテンツのアイテムを表示している時刻、
　・１つ又は複数のエンドポイントの１つ又は複数の表示が、ベースコンテンツ又は補足
コンテンツのアイテムを表示している１年のうちの時期、
　・１つ若しくは複数のエンドポイント又は１つ若しくは複数のエンドポイントの１つ若
しくは複数の表示に関連付けられた、メモリに記憶されたクッキー又はキャッシュのタイ
プ、
　・１つ若しくは複数のエンドポイント又は１つ若しくは複数のエンドポイントの１つ若
しくは複数の表示に関連付けられた、メモリに記憶された１つ又は複数の特定のタイプの
クッキー又はキャッシュの数量、
　・１つ又は複数のエンドポイントの１つ又は複数の表示に前に表示されたベースコンテ
ンツ又は補足コンテンツの特定のアイテムの１つ又は複数の前のビュー、
　・１つ又は複数のエンドポイントの１つ又は複数の表示に前に表示されたベースコンテ
ンツ又は補足コンテンツの特定のアイテムの１つ又は複数の前のマウスクリック、
　・１つ若しくは複数のエンドポイント又は１つ若しくは複数のエンドポイントの１つ若
しくは複数の表示でのベースコンテンツ又は補足コンテンツの１つ又は複数のアイテムに
前に表示された商品又はサービスの１つ又は複数の前の購入、
　・１つ若しくは複数のエンドポイント又は１つ若しくは複数のエンドポイントの１つ若
しくは複数の表示でのベースコンテンツ又は補足コンテンツの１つ又は複数のアイテムに
前に表示された特定の商品又はサービスの最後の購入から経過した時間量、又は
　・１つ若しくは複数のエンドポイント又は１つ若しくは複数のエンドポイントの１つ若
しくは複数の表示でのベースコンテンツ又は補足コンテンツの１つ又は複数のアイテムに
前に表示された商品又はサービスの前のビュー、前のマウスクリック、又は前の購入に基
づいて、エンドポイント又はエンドポイントの表示に関連付けられた１人又は複数のユー
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ザが関心があると判断されたベースコンテンツ又は補足コンテンツのアイテム
を含み得る。
【００５８】
　更に他の例として、幾つかの構成では、カテゴリは、
　・特定の業者を通して前に購入された１つ又は複数の商品又はサービス、
　・１つ又は複数の業者を通して前に購入された商品又はサービスのタイプ、
　・１つ又は複数の業者を通しての特定の商品又はサービスの最後の購入から経過した時
間量、又は
　・１つ又は複数の業者を通しての商品又はサービスの前の購入に基づいて、エンドポイ
ント又はエンドポイントの表示に関連付けられた１人又は複数のユーザが関心があると判
断されたベースコンテンツ又は補足コンテンツのアイテム
を含み得る。
【００５９】
　なお、上記カテゴリ又は他の／追加のカテゴリの任意の組合せが、この手法の任意の特
定の実施に使用することができる。一般に、ここで説明される複製手法は、任意の適する
方法で選択された任意の適するベースコンテンツ及び任意の適する補足コンテンツと併用
することができる。
【００６０】
　図３Ｂに示されるアイテム３４０等のベースコンテンツ又は補足コンテンツの１つ又は
複数のアイテムは、１つ又は複数のカテゴリに分類し得る。次に、アイテムは、１つ又は
複数のカテゴリに基づいてトランザクションメディアコンテナに関連付けられて、動的バ
インドを用いて作成された表示等のカスタマイズされた表示を個々のユーザ又は閲覧者に
提供することができる。トランザクションメディアコンテナは、トランザクション機能を
有する自動カスタマイズインタラクティブメディアオブジェクトとして機能する論理ソフ
トウェアコンテナの一形態である。なお、表示は、１つのコンテナ又は複数のコンテナに
よって提供されるベースコンテンツ又は補足コンテンツのアイテムを含み得る。例えば、
図３Ａに示されるように、ベースコンテンツ３００は第１のコンテナから提供し得、一方
、補足コンテンツ３１０ａ又は３１０ｂは、第２のコンテナ又は第３のコンテナから提供
し得る。一般に、ベースコンテンツ若しくは補足コンテンツの全てのアイテムは、同じコ
ンテナから提供し得、ベースコンテンツ若しくは補足コンテンツの全てのアイテムは、異
なるコンテナから提供し得、又はベースコンテンツ若しくは補足コンテンツの幾つかのア
イテムは、共通のコンテナから提供し得、一方、他のアイテムは少なくとも１つの他のコ
ンテナから提供される。
【００６１】
　ここに開示される１つ又は複数の実施形態と同様に、ベースコンテンツ又は補足コンテ
ンツのアイテムは、１つ又は複数のカテゴリに関連付けられたトランザクションメディア
コンテナに関連付けられ得る。エンドポイント又はエンドポイントの表示には、エンドポ
イント又はエンドポイントの表示と１つ又は複数のカテゴリとの関連付けに基づいて、特
定のコンテナからベースコンテンツ又は補足コンテンツのアイテムを提供し得る。
【００６２】
　図６は、本開示により、補足コンテンツのｎレベル複製を用いて作成し得る例としての
表示６００を示す。図６を参照して、ベースコンテンツ６００を示し、ベースコンテンツ
６００は、この例では、ビデオ（一時停止されるか、又は再生中のビデオ）を表す。しか
し、他のタイプのコンテンツ（写真又は他の静止画像等）がベースコンテンツに使用され
てもよいことに留意する。ベースコンテンツ６００にはトランザクションメディアコンテ
ナが関連付けられ得、このコンテナはそれ自体、ユニバーサル又はグローバル関連のカテ
ゴリに関連付けられる。この特定の例では、ナショナルフットボールリーグ（ＮＦＬ）が
、動的バインドを用いて作成された表示を介して人気のあるフットボール選手のジャージ
をマーケティングし得る。ベースコンテンツ６００には、それ自体がユニバーサル又はグ
ローバル関連のカテゴリが関連付けられたトランザクションメディアコンテナが関連付け
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られるため、エンドユーザが関連付けられ得るか、識別され得る任意の他のカテゴリに関
係なく、ＮＦＬロゴを示すベースコンテンツ６００は、ユーザが動的バインドを用いて作
成されたＮＦＬ表示と対話するときは常に表示され得る。
【００６３】
　特定の例として、サンフランシスコにおけるエンドポイントでの第１のユーザが、動的
バインドを用いて作成されたＮＦＬ表示と対話し、マイアミにおけるエンドポイントでの
第２のユーザが、同時に又は異なる時間に、動的バインドを用いて作成されたＮＦＬ表示
と対話すると仮定する。両ユーザは、各表示の同じロケーションにおいて同じベースコン
テンツ６００（ＮＦＬロゴ等）を見ることができる。したがって、ベースコンテンツ６０
０は、ユニバーサル又はグローバル関連のカテゴリが関連付けられたトランザクションメ
ディアコンテナが関連付けられているため、あらゆるＮＦＬ表示は、エンドポイント又は
エンドポイントでの表示が任意のカテゴリと有し得るいかなる関連付けにも関係なく、同
じベースコンテンツを示すことができる。
【００６４】
　しかし、異なるエンドポイントに提供される補足コンテンツは、エンドポイント又はエ
ンドポイントでの表示が任意のカテゴリと有し得る１つ又は複数の関連付けに基づいて様
々であり得る。図６では、補足コンテンツ６１０ａは、再生及びオーディオ選択肢６１１
、シェア選択肢６１３、アカウントログイン選択肢６１５、ビデオ品質選択肢６１７、及
び詳細情報選択肢６１９を含め、様々な選択肢を含むインタラクティブツールバーである
。再生及びオーディオ選択肢６１１の機能は、当業者に明らかである。再生及びオーディ
オ選択肢６１１の機能は、当業者に明らかである。再生バー６１２も示され、このバーは
当業者に明らかである。特定の構成では、再生バー６１２は、通常であればベースコンテ
ンツ６００の表示と同時に存在するであろう再生バーに取って代わり得る。
【００６５】
　補足コンテンツ６１０ａはそれ自体、ユニバーサル又はグローバル関連のカテゴリに関
連付けられたトランザクションメディアコンテナに関連付けられ得る。幾つかの実施形態
では、例えば、補足コンテンツ６１０ａには、ベースコンテンツ６００と同じトランザク
ションメディアコンテナが関連付けられ得る。しかし、他の実施形態では、補足コンテン
ツ６１０ａには、ユニバーサル又はグローバル関連のカテゴリが関連付けられた異なるト
ランザクションメディアコンテナが関連付けられ得る。特定の例として、ＮＦＬは、全て
のエンドポイント又はエンドポイントの全ての表示での全てのユーザが、個々のエンドポ
イント又はエンドポイントの個々の表示が関連付けられ得る任意のカテゴリに関係なく、
補足コンテンツ６１０ａへのアクセスを有することを望み得る。したがって、例えば、ユ
ーザは、補足コンテンツ５１０ａを使用して、ベースコンテンツ６００のビデオストリー
ミングを制御し得る。
【００６６】
　補足コンテンツ６１０ｂは、ビデオに示し得るか、又はビデオに関連付けられ得る製品
又はサービスに対応する複数のインタラクティブアイテムを含む製品カルーセルとして示
される。ユーザは、表示可能な製品カルーセルと対話し、補足コンテンツ６１０ａ及びベ
ースコンテンツ６００の表示可能エリアを去ることなく、アイテムを購入するか、又は取
引し得る。更に、補足コンテンツ６１０ｂには、地域関連に関連付けられたトランザクシ
ョンメディアコンテナが関連付けられ得る。図６では、例えば、補足コンテンツ６１０ｂ
のカルーセル内の表示可能な各製品は、ダラスカウボーイズのジャージ又はＴシャツを表
すことができる。エンドポイント又はエンドポイントの表示は、ダラス／フォートワース
大都市圏に配置し得、ユーザが、ダラスカウボーイズのジャージ及びＴシャツを補足コン
テンツ６１０ｂとして見られるようにする。逆に、代わりにシカゴに配置されたエンドポ
イント又はエンドポイントの表示は、シカゴベアーズのジャージ及びＴシャツを補足コン
テンツ６１０ｂとして見得る。地域関連に関連付けられたコンテナに補足コンテンツ６１
０ｂを保存することにより、グローバル又はナショナルエンティティ（ＮＦＬ等）の代わ
りにローカルエンティティ（ダラスカウボーイズ又はシカゴベアーズ等）が、補足コンテ
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ンツ６１０ｂを介してより的を絞った製品又はサービスを各マーケットに提供又はマーケ
ティングすることが可能であり得る。
【００６７】
　上述したベースコンテンツ６００及び補足コンテンツ６１０ａには、ユニバーサル又は
グローバル関連に関連付けられた単一のトランザクションメディアコンテナが関連付けら
れ得るが、ベースコンテンツ６００又は補足コンテンツ６１０ａは、他のカテゴリに関連
付けられた他のトランザクションメディアコンテナに関連付けられることもできることを
理解されたい。例えば、ベースコンテンツ６００又は補足コンテンツ６１０ａは、地域又
は地方カテゴリとの関連付けに基づいて、選択されたエンドポイント又はエンドポイント
の表示に制限することができる。更に、補足コンテンツ６１０ｂは、ユニバーサル又はグ
ローバル関連に関連付けられたトランザクションメディアコンテナに関連付けられること
ができ、したがって、エンドポイント又はエンドポイントの表示とカテゴリとの関連付け
に関係なく、エンドポイントの全てのユーザは、補足コンテンツ６１０ｂとして同じコン
テンツを見ることができる。例えば、ダラスカウボーイズが更なるスーパーボウルに勝っ
た場合、勝った後、ＮＦＬは、補足コンテンツ６１０ｂを、ユニバーサル又はグローバル
関連に関連付けられたコンテナに再分類し、ダラスカウボーイズのジャージ及びＴシャツ
をグローバルに表示して、最新のスーパーボウルの勝者のジャージ及びＴシャツで更なる
販売を生み出し得る。更に、前の例は表示の２つの地理的レベル（グローバルレベル及び
地域レベル）を示すが、ベースコンテンツ６００及び補足コンテンツ６１０ａ又は６１０
ｂに、任意の数の地理的レベル（グローバル関連、大陸関連、全国関連、地域関連、州／
地方関連、国関連、都市関連、近隣関連、天候関連等）に関連付けられた１つ又は複数の
トランザクションメディアコンテナが関連付けられ得ることに留意する。その程度まで、
任意のカテゴリは複数の程度に解析又は区別し得、それに従ってコンテナにより編成し得
る。
【００６８】
　別の例として、補足コンテンツ６１０ｂに、地域関連及び特定の性別に関連付けられた
トランザクションメディアコンテナを関連付けることができると仮定する。本明細書で開
示される１つ又は複数の実施形態と同様に、特定のエンドポイント又はエンドポイントの
特定の表示は、ダラス／フォートワースエリア等の特定の地域又はエリアに配置し得る。
更に、特定のエンドポイント又はエンドポイントの表示は、キャッシュ又はクッキーをメ
モリに記憶し得る。キャッシュ又はクッキーは検出し得、検出されたキャッシュ又はクッ
キーのタイプは、特定のエンドポイント又はエンドポイントの表示のユーザが特定の性別
（女性等）であることを示し得る。図６では、補足コンテンツ６１０ｂのカルーセル内の
各表示可能製品は、女性用のダラスカウボーイズのジャージ又はＴシャツである。特定の
エンドポイント又はエンドポイントの表示はダラス／フォートワースエリアに配置し得、
特定のエンドポイント又はエンドポイントの表示のユーザが女性であることを示すキャッ
シュ又はクッキーを関連付けられたメモリに記憶し得るため、補足コンテンツ６１０ｂは
、特定のエンドポイント又はエンドポイントの表示のユーザが、ユーザの性別の明示的な
識別を必要とせずに、女性用のダラスカウボーイズのジャージ及びＴシャツを補足コンテ
ンツ６１０ｂで見られるようにし得る。
【００６９】
　エンドポイント又はエンドポイントの表示に関連付けられたメモリに記憶されたキャッ
シュ又はクッキーは、より的を絞ったコンテンツをエンドポイント又はエンドポイントの
表示に提供するために使用されるカテゴリであり得るが、広範囲の他の又は追加のカテゴ
リが使用可能であることを理解されたい。例えば、上述したように、時刻、１年のうちの
時期、前のビュー、マウスクリック、購入等は、一意の個人のユーザ又は閲覧者に関連付
けられたエンドポイント又はエンドポイントの表示により的を絞ったコンテンツを提供す
るために使用されるカテゴリであり得る。特定の例として、ユーザは、テキサスレンジャ
ーズコンテンツを示す動的バインド表示等を通して、前回、エンドポイント又はエンドポ
イントの表示を介して女性用のテキサスレンジャーズジャージを購入した可能性がある。
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したがって、そのエンドポイントのユーザ又はそのエンドポイントの表示でのユーザが、
図６に示されるようなＮＦＬコンテンツを示す動的バインド表示と対話する場合、動的バ
インド表示は、テキサスレンジャーズコンテンツを示す動的バインド表示を使用した女性
用のテキサスレンジャーズジャージの前回の購入を検出又は識別することに基づいて、女
性用のダラスカウボーイズのジャージ及びＴシャツを補足コンテンツ６１０ｂに提供し得
る。
【００７０】
　図７は、本開示による補足コンテンツのｎレベル複製をサポートする関係の親－子シリ
ーズの例を示す。ここに示されるシリーズは、図５Ｂに示され、上述された構成等の複製
構成を利用し得る。ここで、シリーズは、親エンティティ７０２、ローカルエンティティ
７０４、子エンティティ７０６、及び補足コンテンツサーバ７０８を含む。一実施形態例
では、親エンティティ７０２には企業（ACME, Inc.等）が関連付けられ得、ローカルエン
ティティ７０４には地域（テキサス州等）が関連付けられ得、子エンティティ７０６には
都市（ダラス等）が関連付けられ得る。エンティティのレベルの構造は階層と呼び得る。
【００７１】
　図７を参照すると、トランザクションメディアコンテナ７１０は、ベースコンテンツ７
１２、親エンティティ情報７１４、及び補足コンテンツ７１６と共に提供される。トラン
ザクションメディアコンテナ７１０は、スマートコンテナコードの例であり得る。親エン
ティティ７０２は、エンティティ、企業、又は組織を表し得る。幾つかの実施形態では、
親エンティティ７０２はサーバ又は他のコンピュータシステムに存在し得る。親エンティ
ティ７０２は、トランザクションメディアコンテナ７１０を表示するか、又はトランザク
ションメディアコンテナ７１０を表示のためにユーザデバイスに送信するように構成する
こともできる。
【００７２】
　幾つかの実施形態では、ベースコンテンツ７１２は、図２Ａ～図２Ｅに示されるような
ベースコンテンツ２００の例であり得る。親エンティティ情報７１４は、補足コンテンツ
の１タイプであることができる。例えば、親エンティティ情報７１４は、エンティティ、
企業、又は組織に対応することができる。親エンティティ情報７１４は、地理的領域等の
他の特徴を記述することもできる。例えば、親エンティティ７０２の地理的領域は国全体
であり得る。
【００７３】
　補足コンテンツ７１６は、親エンティティ情報７１４に関連してもよく、又は関連しな
くてもよい。例として、補足コンテンツ７１６は、例えば、１つ又は複数の製品又はサー
ビスを表すことができる。補足コンテンツ７１６は、ベースコンテンツ７１２に表示され
るもの及び親エンティティ情報７１４に関連し得る。
【００７４】
　ローカルエンティティ７０４では、トランザクションメディアコンテナ７１０は、ロー
カルエンティティ情報７２４と共に提供される。ローカルエンティティ７０４は、トラン
ザクションメディアコンテナ７１０を親エンティティ７０２から受信し得る。幾つかの例
では、ローカルソフトウェアコンテナ７１０のコードの部分のみが、親エンティティ７０
２から送信される。他の例では、トランザクションメディアコンテナ７１０のコードの全
てが、親エンティティ７０２から送信される。更に他の例では、コード、ベースコンテン
ツ７１２、親エンティティ情報７１４、補足コンテンツ７１６、又はそれらの組合せが、
親エンティティ７０２から送信される。
【００７５】
　幾つかの実施形態では、ローカルエンティティ７０４は、ローカルエンティティ情報７
２４及び／又はローカル補足コンテンツ７２６をトランザクションメディアコンテナ７１
０に追加することもできる。ローカルエンティティ情報７２４は、補足コンテンツの１タ
イプであり得る。例えば、ローカルエンティティ情報７２４は、エンティティ、企業、又
は組織に対応することができる。ローカルエンティティ情報７２４は、地理的領域等の他
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の特徴を記述することもできる。例えば、ローカルエンティティ７０４の地理的領域は州
であり得る。他の例では、ローカルエンティティ情報７２４は、氏名、識別情報、又は他
の特徴等の個人の情報であり得る。
【００７６】
　幾つかの実施形態では、ローカルエンティティ７０４は、ローカル補足コンテンツ７２
６を補足コンテンツサーバ７０８から検索し得る。ローカルエンティティ７０４は、ロー
カルエンティティ情報７２４、ベースコンテンツ７１２、親エンティティ７０２によって
提供される任意の情報等に基づいて、ローカル補足コンテンツ７２６を検索し得る。例と
して、ローカル補足コンテンツ７２６は１つ又は複数の製品又はサービスを表すことがで
きる。
【００７７】
　ローカル補足コンテンツ７２６は、ベースコンテンツ７１２に動的にバインドし得る。
幾つかの実施形態では、ローカルエンティティ７０４は、トランザクションメディアコン
テナ７１０を表示するか、又はトランザクションメディアコンテナ７２０を表示のために
ユーザデバイスに送信するように構成することもできる。
【００７８】
　子エンティティ７０６において、トランザクションメディアコンテナ７１０は、子エン
ティティ情報７３４と共に提供される。子エンティティ７０６は、トランザクションメデ
ィアコンテナ７１０をローカルエンティティ７０４から受信し得る。幾つかの例では、ロ
ーカルソフトウェアコンテナ７１０のコードの部分のみがローカルエンティティ７０４か
ら送信される。他の例では、ローカルソフトウェアコンテナ７１０のコードの全てが、ロ
ーカルエンティティ７０４から送信される。更に他の例では、コード、ベースコンテンツ
７１２、親エンティティ情報７１４、補足コンテンツ７１６、又はそれらの組合せが、ロ
ーカルエンティティ７０４から送信される。
【００７９】
　幾つかの実施形態では、子エンティティ７０６は、子エンティティ情報７３４及び／又
は子補足コンテンツをトランザクションメディアコンテナ７１０に追加することもできる
。子エンティティ情報７３４は、補足コンテンツの１タイプであり得る。例えば、子エン
ティティ情報７３４は、エンティティ、企業、又は組織に対応することができる。子エン
ティティ情報７３４は、地理的領域等の他の特徴を記述することもできる。例えば、子エ
ンティティ７０６の地理的領域は都市であり得る。他の例では、子エンティティ情報７３
４は、氏名、識別情報、又は他の特徴等の個人の情報であり得る。
【００８０】
　幾つかの実施形態では、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）
セットが、マルチレベルマーケティング（ＭＬＭ）又は他のネットワークマーケティング
業界に提供される。ＡＰＩは、図７に示される等の複数のレベルにわたる補足コンテンツ
の複製をサポートする。ＡＰＩは、アカウント及びストア管理の標準的な作成機能、更新
機能、又は削除機能を超えて拡張することができる。ＭＬＭ業界では、例えば、ＡＰＩは
、アカウント及びストアをクローニングする選択肢、リアルタイム注文通知を提供する選
択肢、チャネル及びアカウント報告をサポートする選択肢、支払い処理をサポートする選
択肢、及びＭＬＭシステムとの統合能力を提供する選択肢を含むことができる。
【００８１】
　例として、ＡＰＩセットは、アカウントを「オンボード」し、エンティティ又は所有者
のアカウント（CINSAY INC.アカウント等）をＭＬＭ業界システムに関連付ける能力をサ
ポートするアカウント管理を構築する能力をＭＬＭ当事者に提供することができる。特定
の例として、ＡＰＩは、管理ユーザにCINSAYスマートストアマネージャバックエンドへの
アクセスを与える。これは、業者、アカウント、支払いシステム、製品、製品価格、ビデ
オ、及び販売データ等のエリアへのアクセスを管理する。CINSAYから販売店のビデオスマ
ートストアがプロビジョニングされると、販売店は、バックエンドへのログイン情報を受
信せず、コントロールはＡＰＩセットを介してＭＬＭによって処理される。
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【００８２】
　別の例として、ＡＰＩセットは、ビデオスマートストア内でのＭＬＭビデオ及び製品提
供を標準化する能力をＭＬＭ当事者に提供することができる。これは、デフォルト又はシ
ーディングアカウントをＭＬＭアカウントにセットアップする能力を提供する。これは、
クローニング、ビデオ、及び製品管理を介してビデオスマートストアを複製する能力も提
供する。ＡＰＩセットは、製品注文又はイベントのリアルタイム通知を受信する能力をＭ
ＬＭ当事者に更に与えることができる。
【００８３】
　実施形態例では、リポートセットが、ＭＬＭアカウントによる販売の日毎又は週毎のエ
クスポートを提供する。CINSAYアカウント識別子及びＭＬＭシステムアカウントを相互参
照する能力は、販売及びイベント（トランザクション等）をダウンライン／ＭＬＭシステ
ムリポート（子エンティティ等による）に統合する能力をＭＬＭ当事者に提供する。
【００８４】
　このＡＰＩセットは、ＭＬＭシステム内でバックエンド管理プラットフォームを構築す
る能力を与える。プラットフォームは、ビデオスマートストア管理システムへの直接アク
セスをＭＬＭアカウントに与えずに、ビデオスマートストアを管理するＭＬＭアカウント
の共通コンソールを構築することを含み得る。これにより、報告及び追跡のためにCINSAY
アカウントとＭＬＭアカウントとを直接リンクすることが可能になる。
【００８５】
　図８は、本開示による補足コンテンツのｎレベル複製をサポートするようにトランザク
ションメディアコンテナを管理する例としての方法８００を示す。プロセス８００は、例
えば、図９に示され、後述される少なくとも１つの処理デバイス９１２によって実行し得
る。以下の説明では、少なくとも１つの処理デバイス９１２はコントローラと呼ばれるが
、プロセス８００は任意の他の適するデバイスによって実行することもできる。
【００８６】
　ステップ８１０において、コントローラは、トランザクションメディアコンテナ、アフ
ィリエイト追跡識別子を受信する。トランザクションメディアコンテナは、ビデオコンテ
ンツを含むことができ、アフィリエイト追跡識別子は、第１のエンティティからの第１の
エンティティ情報を含むことができる。第１のエンティティ情報、第２のエンティティ情
報、ローカルエンティティ情報、子エンティティ情報、又は親情報等の「エンティティ情
報」という用語は、エンティティの１つ又は複数の識別特徴を表し得る。アフィリエイト
追跡識別子は、異なるエンティティ情報を含み、どのレベルのどのエンティティがトラン
ザクションに関連付けられているかを調べることができるため、コミッションの追跡及び
報告を可能にすることができる。
【００８７】
　ステップ８２０において、コントローラはローカルエンティティ情報を識別する。例え
ば、エンティティがアメリカボーイスカウト（ＢＳｏＡ）である場合、ＢＳｏＡは親エン
ティティであり得、ボーイ隊がローカルエンティティであり得、個々のボーイスカウトは
子エンティティであり得る。レベルはより多数であり、異なってもよい。例えば、州がロ
ーカルエンティティであり得、ボーイ隊が子エンティティであり得、ボーイスカウトが更
なる子エンティティであり得る。「親」、「ローカル」、及び「子」という用語は単に、
エンティティの関係の記述に役立つように使用されている。「第１」、「第２」、及び「
第３」等の他の用語を使用することもできる。
【００８８】
　ステップ８３０において、コントローラは、ローカルエンティティ情報に関連する補足
コンテンツを検索する。例として、子エンティティは、親の特徴と、幾つかの変更された
特徴とを伝達すると仮定し得る。特定の例として、州レベルエンティティは、テキサス州
の場合にはカウボーイハット等の州に関する補足コンテンツに関連し得る。ボーイ隊レベ
ルでは、それらのハットは、ローカルスポーツチーム又はボーイ隊情報でブランディング
し得る。
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【００８９】
　ステップ８４０において、コントローラは、補足コンテンツ及びローカルエンティティ
情報をトランザクションメディアコンテナに追加し、ローカルエンティティ情報をアフィ
リエイト追跡識別子に追加する。幾つかの実施形態では、各エンティティは、エンティテ
ィ情報を追加して、補足コンテンツに関して生じ得る任意のトランザクション又はイベン
トについてエンティティのチェーンを追跡することを保証する。
【００９０】
　その後、コントローラは、トランザクションメディアコンテナを別のエンティティに送
信するか、又はトランザクションメディアコンテナをデバイスに表示し得る。この時点で
、プロセス８００はこのコントローラについて終了するが、プロセス８００は、トランザ
クションメディアコンテナを受信する別のエンティティのコントローラに対して繰り返す
ことができる。
【００９１】
　図９は、本開示による補足コンテンツのｎレベル複製のための例としてのコンピューテ
ィングデバイス９００を示す。ここで、コンピューティングデバイス９００は、上述した
技法又は機能の任意の組合せを含め、上述した任意の技法又は機能を実施するために使用
することができる。コンピューティングデバイス９００は一般に、Windows、MAC OS、UNI
X（登録商標）、LINUX、OS2、IOS、ANDOROID、又は他のオペレーティングシステムを含め
、任意の適するオペレーティングシステムを実行するように構成し得る。
【００９２】
　図９に示されるように、コンピューティングデバイス９００は、少なくとも１つの処理
デバイス９１２と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）９１４と、読み取り専用メモリ（
ＲＯＭ）９１６と、マウス９１８と、キーボード９２０と、ディスクドライブ９２２、プ
リンタ９２４、ディスプレイ９２６、及び通信リンク９２８等の入力／出力デバイスとを
含む。他の実施形態では、コンピューティングデバイス９００は、より多数、より少数、
又は他の構成要素を含み得る。コンピューティングデバイスは、多種多様な構成であり、
図９は、いかなる特定のコンピューティングデバイス又はいかなるタイプのコンピューテ
ィングデバイスにも本開示の範囲を限定しない。
【００９３】
　プログラムコードは、ＲＡＭ９１４、ＲＯＭ９１６、又はディスクドライブ９２２に記
憶し得、少なくとも１つの処理デバイス９１２によって実行されて、上述した機能を実行
し得る。少なくとも１つの処理デバイス９１２は、１つ又は複数のプロセッサ、マイクロ
プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マルチコアプロセッサ等の任意のタ
イプの処理デバイスとすることができる。通信リンク９２８は、上述した任意の様々なタ
イプの通信ネットワーク１４０を含め、コンピュータネットワーク又は様々な他の通信プ
ラットフォームに接続され得る。ディスクドライブ９２２は、例えば、フロッピードライ
ブ、ハードドライブ、ＣＤドライブ、ＤＶＤドライブ、磁気テープドライブ、又は他の適
する記憶媒体等の様々なタイプの記憶媒体を含み得る。１つ又は複数のディスクドライブ
９２２が、コンピューティングデバイス９００で使用され得る。
【００９４】
　なお、図９は、本開示の他の実施形態と共に利用され得るコンピュータの一実施形態例
を提供するが、そのような他の実施形態は、任意の適する汎用又は専用コンピューティン
グデバイスを利用し得る。任意の適する構成を有する複数のコンピューティングデバイス
を使用することもできる。一般に、複数のコンピューティングデバイスは、インターネッ
トを通して、且つ／又はクライアント－サーバネットワークでネットワーク接続される。
しかし、本開示は、私設又は公衆ネットワークによって一緒にリンクされる別個のコンピ
ュータネットワーク内のコンピューティングデバイスを含め、任意の適する組合せ及び構
成のコンピューティングデバイスを使用し得る。
【００９５】
　コンピューティングデバイス９００は、固定又はモバイルデバイスを表すことができ、
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様々な構成要素が、コンピューティングデバイスの特定の実施に基づいて追加又は省略可
能である。例えば、モバイルデバイスは、カメラ、カムコーダ、ＧＰＳ機能、及び無線通
信用のアンテナ等の機能を含むことができる。そのようなモバイルデバイスの特定の例と
しては、iPhone、iPad、及びANDOROIDベースのデバイスが挙げられる。
【００９６】
　上記図は、補足コンテンツのｎレベル複製に関連する様々なシステム、デバイス、及び
方法を記載したが、図に様々な変更を行い得る。例えば、様々なデバイス及びシステムの
設計は、デバイス又はシステムの構成要素が結合されるか、更に分割されるか、配置換え
されるか、又は省略される、追加の構成要素が追加される場合等、必要又は所望に応じて
変更することができる。別の例として、様々な方法が一連のステップとして示されるが、
各方法での様々なステップは、重なってもよく、並列で行われてもよく、異なる順序で行
われてもよく、又は任意の回数行われてもよい。更に、グラフィカル提示の例は、単なる
例示であり、コンテンツは任意の他の適する方法で提示することもできる。周知のプロセ
スが詳細に記載されておらず、簡潔にするために省かれたことが理解されよう。特定のス
テップ、構造、及び材料が記述されていることがあるが、本開示はこれらの詳細に限定さ
れず、当業者によく理解されるように、他で置換してもよく、様々なステップは必ずしも
、示されている順序で実行される必要がない。
【００９７】
　幾つかの実施形態では、本特許明細書に記載される様々な機能は、コンピュータ可読プ
ログラムコードから形成され、コンピュータ可読媒体で実施されるコンピュータプログラ
ムによって実施又はサポートされる。「コンピュータ可読プログラムコード」という語句
は、ソースコード、オブジェクトコード、及び実行可能コードを含め、任意のタイプのコ
ンピュータコードを含む。「コンピュータ可読媒体」という語句は、読み取り専用メモリ
（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ハードディスクドライブ、コンパクト
ディスク（ＣＤ）、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、又は任意の他のタイプのメモリ
等のコンピュータによりアクセス可能な任意のタイプの媒体を含む。「非一時的」コンピ
ュータ可読媒体は、一時的な電気信号又は他の信号を搬送する有線、無線、光学、又は他
の通信リンクを除外する。非一時的コンピュータ可読媒体は、書換可能光ディスク又は消
去可能メモリデバイス等のデータを永続的に記憶することができる媒体及びデータを記憶
し、後に上書きすることができる媒体を含む。
【００９８】
　本特許文書全体を通して使用される特定の用語及び語句の定義を記載することが有利で
あり得る。「アプリケーション」及び「プログラム」という用語は、適するコンピュータ
コード（ソースコード、オブジェクトコード、又は実行可能コードを含む）で実施される
ように構成される１つ又は複数のコンピュータプログラム、ソフトウェア構成要素、命令
セット、プロシージャ、関数、オブジェクト、クラス、インスタンス、関連データ、又は
その部分を指す。「送信」、「受信」、及び「通信」という用語並びにそれらの派生語は
、直接通信及び間接通信の両方を包含する。「含む（include）」及び「含む（comprise
）」という用語並びにそれらの派生語は、限定なしの包含を意味する。「又は」という用
語は包含的であり、及び／又はを意味する。「関連付けられた」という用語及びその派生
語は、含む、含まれる、相互接続する、包含する、包含される、への接続又はとの接続、
への結合又はとの結合、通信可能、協働、インタリーブ、並置、近傍、へのバインド又は
とのバインド、有する、の属性を有する、への関係又はとの関係を有する等を意味し得る
。「少なくとも１つの」という語句は、項目のリストと共に使用される場合、列挙された
項目のうちの１つ又は複数の異なる組合せが使用可能であり、リスト内の１つのみの項目
が必要であり得ることを意味する。例えば、「Ａ、Ｂ、及びＣのうちの少なくとも１つ」
は、以下の任意の組合せを含む：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ａ及びＢ、Ａ及びＣ、Ｂ及びＣ、並びにＡ
及びＢ及びＣ。
【００９９】
　本開示は特定の実施形態及び一般に関連付けられた方法を記載したが、これらの実施形
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態及び方法の変更形態及び置換形態が当業者には明らかになろう。以下の特許請求の範囲
によって規定される本発明から逸脱せずに、他の変更形態、置換形態、及び代替形態も可
能である。
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【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】
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